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【別添1-2】

≪表面≫

被

保

険

者

番 号

住 所

フリガナ

氏 名

生年月日

交付年月日

保 険 者 番 号

並 び に 保 険

者 の 名 称 及

び 印

開始年月日

終了年月日

利用者負担の割合 適 用 期 間

開始年月日

終了年月日

印

【問い合わせ先】

東三河広域連合 福祉事業部 介護保険課 0532-26-8460

豊橋窓口（豊橋市役所 長寿介護課内） 0532-51-3130

豊川窓口（豊川市役所 介護高齢課内） 0533-89-2173

蒲郡窓口（蒲郡市役所 長寿課内） 0533-66-1176

新城窓口（新城市役所 高齢者支援課内） 0536-23-7688

田原窓口（田原市役所 高齢福祉課内） 0531-23-3217

設楽窓口（設楽町役場 町民課内） 0536-62-0519

東栄窓口（東栄保健福祉センター福祉課内） 0536-76-1815

豊根窓口（豊根村役場 住民課内） 0536-85-1313

介 護 保 険 負 担 割 合 証

介護保険負担割合証とは

「介護保険負担割合証」は、介護サービスや総合事

業サービスを利用する際の利用者の自己負担の割合を

記した証書です。

介護サービス等を受けようとするときは、介護保険

負担割合証と介護保険被保険者証（介護保険証）を一

緒に担当ケアマネジャー、介護サービス事業者や施設

等へご提示ください。

東三河広域連合
豊橋市八町通二丁目16番地

電話番号<0532>２６－８４６８

－８４６９
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≪裏面≫

　　　桁
行   　データ

枠

1

一

介
護
サ
ー
ビ
ス
又
は
サ
ー
ビ
ス
・
活
動
事
業
（
第
一
号
事
業
）
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
必
ず
こ
の
証
を
事
業
者
又
は
施
設
の
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

二

介
護
サ
ー
ビ
ス
又
は
サ
ー
ビ
ス
・
活
動
事
業
（
第
一
号
事
業
）
の
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
、
「
適

用
期
間
」
に
応
じ
た
「
利
用
者
負
担
の
割
合
」
欄
に
記
載
さ
れ
た
割
合
分
の
金
額
を
お
支
払
い
い
た
だ

き
ま
す
。
（
居
宅
介
護
支
援
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
予
防
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
支
払
額
は
あ
り
ま
せ
ん
。
）

三

被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
こ
の
証
の
適
用
期
間
の
終
了
年
月
日
に
至
っ
た
と
き
に

は
、
直
ち
に
、
こ
の
証
を
市
町
村
窓
口
又
は
東
三
河
広
域
連
合
（
以
下
「
広
域
連
合
」
と
い
う
。
）
に
返

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
転
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は
こ
の
証
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。

四

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え
て
、
市

町
村
窓
口
又
は
広
域
連
合
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

五

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
拘
禁
刑
の
処
分
を
受
け
ま
す
。

六

利
用
時
支
払
額
を
三
割
（
「
利
用
者
負
担
の
割
合
」
欄
に
記
載
さ
れ
た
割
合
が
三
割
で
あ
る
場
合
は
四

割
）
と
す
る
措
置
（
給
付
額
減
額
）
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
証
に
記
載
さ
れ
た
利
用
者
負
担
の

割
合
よ
り
も
、
当
該
措
置
が
優
先
さ
れ
ま
す
。

注

意

事

項


